
 

件
名 

　

非
課
税
口
座
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
上
場
株
式
等
の
範
囲
に
関
す
る
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
件 



- 1 -

○
内
閣
府
告
示
第　
　
　

号 

　

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）
第
二
十
五
条
の
十
三
第
十
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
非
課

税
口
座
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
上
場
株
式
等
の
範
囲
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
九
年
内
閣
府
告
示
第
五
百
四
十
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

　
　

令
和
八
年　
　

月　
　
　

日 

内
閣
総
理
大
臣　

高
市　

早
苗　
　

 

　

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄

に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ

の
標
記
部
分
（
連
続
す
る
他
の
規
定
と
記
号
に
よ
り
一
括
し
て
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
標
記
部
分
に
係
る
記
載
）
に

二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対

象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る

も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改　
　

正　
　

後

改　
　

正　
　

前

  

（
累
積
投
資
勘
定
等
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
上
場
株
式
等
の
範
囲
） 

（
累
積
投
資
勘
定
等
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
上
場
株
式
等
の
範
囲
） 

 

第
二
条　

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
五
条
の
十
三
第
十
五
項
に
規
定
す

第
二
条　

［
同
上
］ 

 

る
内
閣
総
理
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
に

 
 

掲
げ
る
上
場
等
株
式
投
資
信
託
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
要
件
と

 
 

す
る
。 

 
 

一　

上
場
株
式
投
資
信
託　

次
に
掲
げ
る
要
件 

一　

［
同
上
］ 

 

イ　

［
略
］ 

イ　

［
同
上
］ 

 

ロ　

累
積
投
資
勘
定
（
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
七
条
の
十
四
第
五
項
第

ロ　

［
同
上
］ 

 

五
号
に
規
定
す
る
累
積
投
資
勘
定
（
同
項
第
七
号
に
規
定
す
る
特
定
累

 

積
投
資
勘
定
を
含
む
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
当
該
上

 

場
株
式
投
資
信
託
の
受
益
権
が
振
替
口
座
簿
（
社
債
、
株
式
等
の
振
替

 

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
七
十
五
号
）
に
規
定
す
る
振
替

 

口
座
簿
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
へ
の
記
載
若
し
く
は
記
録
又
は
保
管

 

の
委
託
が
さ
れ
て
い
る
期
間
（
⑵
に
お
い
て
「
管
理
期
間
」
と
い
う
。

 

）
を
通
じ
て
当
該
上
場
株
式
投
資
信
託
が
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し

 

て
い
る
こ
と
。 

 

⑴　

当
該
上
場
株
式
投
資
信
託
の
受
益
権
の
当
該
累
積
投
資
勘
定
へ
の

⑴　

当
該
上
場
株
式
投
資
信
託
の
受
益
権
の
当
該
累
積
投
資
勘
定
へ
の

受
入
れ
又
は
当
該
累
積
投
資
勘
定
か
ら
の
払
出
し
（
当
該
上
場
株
式

受
入
れ
又
は
当
該
累
積
投
資
勘
定
か
ら
の
払
出
し
（
当
該
上
場
株
式

投
資
信
託
の
受
益
権
の
譲
渡
に
係
る
払
出
し
に
限
る
。
）
に
際
し
て

投
資
信
託
の
受
益
権
の
譲
渡
に
係
る
払
出
し
に
限
る
。
）
に
際
し
て

、
当
該
上
場
株
式
投
資
信
託
の
受
益
者
か
ら
当
該
累
積
投
資
勘
定
に

、
当
該
上
場
株
式
投
資
信
託
の
受
益
者
か
ら
当
該
累
積
投
資
勘
定
に
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係
る
非
課
税
口
座
（
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
七
条
の
十
四
第
五
項

係
る
非
課
税
口
座
（
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
七
条
の
十
四
第
五
項

第
一
号
に
規
定
す
る
非
課
税
口
座
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
開
設

第
一
号
に
規
定
す
る
非
課
税
口
座
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
開
設

さ
れ
て
い
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
金

さ
れ
て
い
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
金

融
商
品
取
引
業
者
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
支
払
わ
れ
る
こ
と

融
商
品
取
引
業
者
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
支
払
わ
れ
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
手
数
料
（
当
該
受
入
れ
の
時
に
当
該
金
融
商
品
取
引

と
さ
れ
て
い
る
手
数
料
（
当
該
受
入
れ
の
時
に
当
該
金
融
商
品
取
引

業
者
等
と
当
該
受
益
者
と
の
間
で
締
結
さ
れ
て
い
る
契
約
に
係
る
約

業
者
等
と
当
該
受
益
者
と
の
間
で
締
結
さ
れ
て
い
る
契
約
に
係
る
約

款
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
手
数
料
に
限
り
、
あ
ら
か
じ
め
当
該

款
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
手
数
料
に
限
る
。
）
の
当
該
受
益
権

金
融
商
品
取
引
業
者
等
と
当
該
受
益
者
と
の
間
で
締
結
さ
れ
て
い
る

の
対
価
に
対
す
る
割
合
の
上
限
が
一
万
分
の
百
二
十
五
以
下
と
さ
れ

定
期
譲
渡
等
契
約
（
上
場
株
式
投
資
信
託
の
受
益
権
又
は
公
募
株
式

て
い
る
こ
と
。 

投
資
信
託
の
受
益
権
に
つ
き
、
定
期
的
に
継
続
し
て
譲
渡
を
し
、
又

 

は
信
託
契
約
の
一
部
の
解
約
を
す
る
こ
と
を
約
す
る
契
約
を
い
う
。

 

次
号
ロ
⑶
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
約
款
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て

 

い
る
当
該
譲
渡
又
は
一
部
の
解
約
を
す
る
た
め
に
通
常
必
要
と
認
め

 

ら
れ
る
実
費
を
勘
案
し
た
適
正
な
額
の
手
数
料
を
除
く
。
）
の
当
該

 

受
益
権
の
対
価
に
対
す
る
割
合
の
上
限
が
一
万
分
の
百
二
十
五
以
下

 

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

 

［
⑵
～
⑷　

略
］ 

［
⑵
～
⑷　

同
上
］ 

ハ　

当
該
上
場
株
式
投
資
信
託
の
委
託
者
指
図
型
投
資
信
託
約
款
に
お
い

ハ　

当
該
上
場
株
式
投
資
信
託
の
委
託
者
指
図
型
投
資
信
託
約
款
に
お
い

て
、
信
託
財
産
は
別
表
第
一
下
欄
に
掲
げ
る
指
数
の
う
ち
、
い
ず
れ
か

て
、
信
託
財
産
は
別
表
第
一
下
欄
に
掲
げ
る
指
定
指
数
の
う
ち
、
い
ず

一
の
指
数
に
採
用
さ
れ
て
い
る
資
産
に
投
資
を
行
い
、
そ
の
信
託
財
産

れ
か
一
の
指
定
指
数
に
採
用
さ
れ
て
い
る
資
産
に
投
資
を
行
い
、
そ
の

の
受
益
権
の
一
口
当
た
り
の
純
資
産
額
の
変
動
率
を
当
該
一
の
指
数
の

信
託
財
産
の
受
益
権
の
一
口
当
た
り
の
純
資
産
額
の
変
動
率
を
当
該
一

変
動
率
に
一
致
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
運
用
を
行
う
旨
の
定
め
が

の
指
定
指
数
の
変
動
率
に
一
致
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
運
用
を
行

あ
る
こ
と
。 

う
旨
の
定
め
が
あ
る
こ
と
。 
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［
ニ
～
ヘ　

略
］ 

［
ニ
～
ヘ　

同
上
］ 

二　

公
募
株
式
投
資
信
託　

次
に
掲
げ
る
要
件 

二　

［
同
上
］ 

イ　

［
略
］ 

イ　

［
同
上
］ 

ロ　

累
積
投
資
勘
定
に
お
い
て
当
該
公
募
株
式
投
資
信
託
の
受
益
権
が
振

ロ　

［
同
上
］ 

替
口
座
簿
へ
の
記
載
若
し
く
は
記
録
又
は
保
管
の
委
託
が
さ
れ
て
い
る

 

期
間
（
⑵
に
お
い
て
「
管
理
期
間
」
と
い
う
。
）
を
通
じ
て
当
該
公
募

 

株
式
投
資
信
託
が
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。 

 

［
⑴
・
⑵　

略
］ 

［
⑴
・
⑵　

同
上
］ 

⑶　

当
該
累
積
投
資
勘
定
に
受
け
入
れ
て
い
る
公
募
株
式
投
資
信
託
の

⑶　

当
該
累
積
投
資
勘
定
に
受
け
入
れ
て
い
る
公
募
株
式
投
資
信
託
の

受
益
権
の
譲
渡
又
は
当
該
公
募
株
式
投
資
信
託
の
終
了
若
し
く
は
信

受
益
権
の
譲
渡
又
は
当
該
公
募
株
式
投
資
信
託
の
終
了
若
し
く
は
信

託
契
約
の
一
部
の
解
約
に
際
し
て
、
当
該
公
募
株
式
投
資
信
託
の
受

託
契
約
の
一
部
の
解
約
に
際
し
て
、
当
該
公
募
株
式
投
資
信
託
の
受

益
者
か
ら
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
対
し
て
手
数
料
（
当
該
公
募
株

益
者
か
ら
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
対
し
て
手
数
料
（
当
該
公
募
株

式
投
資
信
託
の
信
託
財
産
に
帰
属
す
る
も
の
及
び
あ
ら
か
じ
め
当
該

式
投
資
信
託
の
信
託
財
産
に
帰
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
が
支
払
わ

金
融
商
品
取
引
業
者
等
と
当
該
受
益
者
と
の
間
で
締
結
さ
れ
て
い
る

れ
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

定
期
譲
渡
等
契
約
に
係
る
約
款
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
当
該
譲

 

渡
又
は
一
部
の
解
約
を
す
る
た
め
に
通
常
必
要
と
認
め
ら
れ
る
実
費

 

を
勘
案
し
た
適
正
な
額
の
手
数
料
を
除
く
。
）
が
支
払
わ
れ
な
い
こ

 

と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

 

⑷　

［
略
］ 

⑷　

［
同
上
］ 

ハ　

指
定
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
投
資
信
託
以
外
の
公
募
株
式
投
資
信
託
に
あ
っ

ハ　

［
同
上
］ 

て
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。 

 

⑴　

基
準
計
算
期
間
に
お
い
て
投
資
の
対
象
と
し
て
い
た
資
産
の
う
ち

⑴　

基
準
計
算
期
間
に
お
い
て
投
資
の
対
象
と
し
て
い
た
資
産
の
う
ち

、
主
た
る
投
資
の
対
象
と
し
て
い
た
資
産
が
株
式
又
は
公
社
債
で
あ

、
主
た
る
投
資
の
対
象
と
し
て
い
た
資
産
が
株
式
で
あ
っ
て
、
投
資
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っ
て
、
投
資
の
対
象
と
し
て
い
た
資
産
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

の
対
象
と
し
て
い
た
資
産
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。 

る
こ
と
。 

 

［

～

　

略
］ 

［

～

　

同
上
］ 

(ⅰ)

(ⅳ)

(ⅰ)

(ⅳ)

［
⑵
～
⑷　

略
］ 

［
⑵
～
⑷　

同
上
］ 

ニ　

［
略
］ 

ニ　

［
同
上
］ 

 
 　

（
対
象
商
品
届
出
書
） 

（
対
象
商
品
届
出
書
） 

第
三
条  

［
略
］ 

第
三
条 

 

［
同
上
］ 

２　

［
略
］ 

２　

［
同
上
］ 

３　

第
一
項
に
規
定
す
る
対
象
商
品
届
出
書
は
、
同
項
第
五
号
チ
に
掲
げ
る
日

３　

第
一
項
に
規
定
す
る
対
象
商
品
届
出
書
は
、
同
項
第
五
号
ト
に
掲
げ
る
日

の
十
五
日
前
ま
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

の
十
五
日
前
ま
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

（別
表
第
一

）

（別
表
第
一

）

番
号
地
域
の
区
分

指
数

番
号
地
域
の
区
分

指
数

１
国
内

T
O
PI

X
１

［同
左

］ 

［同
左

］

［２
 

［略

］

［２
  

［同
左

］

～４
～４

 

］

］
  

５
読
売
株
価
指
数

 

［加
え
る

。

］
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６
 

J
PXプ
ラ
イ
ム

1
50
指
数

 

［加
え
る

。
］

 ７
 
海
外
等

 

［略

］ 
５

 

［同
左

］

［同
左

］ 

～1
3

～1
1

1
4  

 
CR

S
P

　
U
S
　

To
t
a
l
　

M
ar

k
e
t
　

I
nd
e
x

12
 

CR
S
P

　

U
.
S
.
　

To
t
a
l
　

Ma
r
k
e
t 　

In
d
e
x
 

1
5  

 
MS

C
I
　

E
ur

o
p
e
　

I
nd

e
x

 

［加
え
る

。

］ 

 

1
6  

 
F
T
S
E 　

D
e
v
e
lo

p
e
d
　

E
u
r
o
pe
　

A
l
l
　

C
a
p
　

I
n
d
e
x

 

［加
え
る

。

］ 

 

1
7  

 
ST

O
X
X
　

Eu
r
o
pe
　

60
0

 

［加
え
る

。

］ 

 

1
8  

 
MS

C
I
　

P
ac

i
f
ic
　

In
d
e
x

 

［加
え
る

。

］ 

 

1
9

 
MS

C
I
　

A
C
　

As
i
a
　

Pa
c
i
f
ic
　

I
nd
e
x

 

［加
え
る

。

］ 

 

2
0 

 

［略

］ 
1
3
 

［同
左

］ 

～2
2
 
 

 
～1

5
 

 

 
 

  
 

 
 

（別
表
第
二

）

（別
表
第
二

）
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番
号
資
産
の
区
分
地
域
の
区
分

指
数

番
号
資
産
の
区
分
地
域
の
区
分

指
数

 

［削
る

。

］
１

株
式

海
外
等

MS
C
I
　

E
ur

o
p
e
　

I
nd

e
x

 

［削
る

。

］

２
 

FT
S
E
　

D
ev

e
l
o
pe

d
　

E
ur

o
p
e
　

Al
l
　

 

Ca
p
　

In
d
e
x

 

［削
る

。

］

３
St

o
x
x
　

Eu
r
o
p
e
　

60
0

 

［削
る

。

］

４
MS

C
I
　

P
ac

i
f
i
c
　

In
d
e
x

 

［削
る

。

］

５
MS

C
I
　

A
C
　

As
i
a
　

Pa
c
i
f
ic
　

In
d
e
x

１
 
債
券

国
内

［略

］ 
６

 

［同
左

］

［同
左

］ 

［同
左

］

～３

～８

４
B
l
o
o
mb

e
r
g
　

J
a
p
a
n 　

G
o
v
e
rn

m
e
nt
　

F
９

B
a
r
cl
a
y
s
　

J
a
p
an
　

G
o
v
e
rn

m
e
n
t 　

F
l

l
o
a
t
　

A
d
j
u
st

e
d 　

B
o
n
d 　

I
n
d
ex

o
at
　

A
d
j
us

t
e
d
　

B
o
n
d 　

I
n
d
e
x

５
海
外
等

F
T
S
E
　

W
o
r
l
d 　

G
o
v
e
rn

m
e
n
t 　

B
o
n
d 　

1
0

海
外
等

C
i
t
i

‐g
r
o
u
p 　

W
o
r
l
d 　

G
o
v
e
rn

m
e
n
t

I
n
d
e
x

　
B
o
n
d 　

I
n
d
e
x
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６
B
lo

o
m
be

r
g
　

G
lo

b
a
l
　

T
re

a
s
u
ry
　

I
n

11
B
a
rc

l
a
y
s
　

C
ap

i
t
al
　

G
lo

b
a
l
　

T
re

a

de
x

s
u
ry

７
Bl

o
o
m
be

r
g
　

G
lo

b
a
l
　

A
gg

r
e
g
at

e
　

I
12

B
l
oo

m
b
e
rg

‐Ba
r
c
l
ay

s
　

Gl
o
b
a
l 　

Ag

nd
e
x

g
r
eg

a
t
e
　

I
nd

e
x

８
Bl

o
o
m
be

r
g
　

U
.S

.
　

Go
v
e
r
nm

e
n
t
　

F
l

13
B
a
rc

l
a
y
s
　

U.
S
.
　

Go
v
e
r
nm

e
n
t
　

Fl
o

oa
t
　

Ad
j
u
s
te

d
　

Bo
n
d
　

I
nd

e
x

a
t
　

A
dj

u
s
t
ed
　

B
on

d
　

In
d
e
x

９
Bl

o
o
m
be

r
g
　

E
ur

o
　

Go
v
e
r
nm

e
n
t
　

F
l

14
B
a
rc

l
a
ys
　

Eu
r
o
　

Go
v
e
r
nm

e
n
t
　

Fl
o

oa
t
　

Ad
j
u
s
te

d
　

Bo
n
d
　

I
nd

e
x

a
t
　

A
dj

u
s
t
ed
　

B
on

d
　

In
d
e
x

10
J
.
P.
　

M
or

g
a
n
　

G
BI
-
E
M
　

Gl
o
b
al
　

D
15

J
P
　

M
or

g
a
n
　

GB
I

　

E
M
　

Gl
o
b
a
l
　

Di

iv
e
r
s
if

i
e
d

ve
r
s
i
fi

e
d

11
J
.P

.
　

M
or

g
a
n
　

E
me
r
g
in

g
　

M
ar

k
e
ts

1
6

JP
　

M
or

g
a
n
　

Em
e
r
gi

n
g
　

M
ar

k
e
t
　

B
　

Bo
n
d
　

In
d
e
x
　

Pl
u
s

on
d
　

In
d
e
x
　

Pl
u
s

12
不
動
産
投
資
 
国
内

［略

］

1
7

［同
左

］ 

［同
左

］

［同
左

］

信
託

 

1
3

～

海
外
等

［略

］

1
8

～

［同
左

］

［同
左

］

1
5 

2
0
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1
6

FT
S
E
　

N
a
r
e
it
　

E
q
u
i
ty
　

R
E
I
Ts
　

I
n

2
1

F
T
S
E 　

N
A
R
E
IT
　

E
q
u
i
ty
　

R
E
I
T
s 　

I
n

d
e
x

d
e
x

（注

）
［略

］

 

（注

）
［同

左

］

備
考　

表
中
の
［　

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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